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第 33 回北九州市 PCB 処理監視会議 

1 開催日時  平成 27 年 1 月 19 日（月）14：00～16：10 

2 開催場所  若松市民館 小ホール 

3 会議次第 

（1）北九州 PCB 廃棄物処理施設の操業状況について 

（2）今後の安全かつ一日も早い処理完了に向けた取組みについて 

（3）その他 

4 出席者 

（1）委 員 

浅岡 佐知夫 座長        大石 紀代子 委員 

河井 一明  委員        清田 高徳  委員 

是永 逸生  委員        嶋津 元彦  委員 

津田 潔   委員        成田 裕美子 委員 

古野 和彦  委員        吉永 耕二  委員 

（2）JESCO 

事業部長                  東 幸毅 

事業部次長兼事業企画課長          山本 郷史 

事業部安全操業課上席調査役         吉﨑 仁志 

北九州 PCB 処理事業所長           氏本 泰弘 

北九州 PCB 処理事業所副所長         入江 隆司 

北九州 PCB 処理事業所運転管理課長      佐藤 淳 

北九州 PCB 処理事業所総務課長        土田 哲司 

北九州 PCB 処理事業所営業課長        高橋 隆 

（3）関係行政機関 

環境省廃棄物リサイクル対策部企画課長    山本 昌宏 

環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課課長補佐   中野 哲哉 

北九州西労働基準監督署安全衛生課長     石橋 一由 

若松海上保安部警備救難課長         幸田 守十 

福岡県環境部廃棄物対策課課長補佐      前原 弘和 

北九州市 

環境局長                  松岡 俊和 

環境局環境監視部長             青栁 祐治 

環境局環境保全課長             作花 哲朗 

環境局 PCB 処理対策担当課長（監視指導課長） 二宮 正巳 

若松区次長                 黒野 まゆみ 

若松区コミュニティ支援課長         西山 陽子 
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産業経済局水産課長             中村 聖 

消防局警防課長               松本 裕二 

消防局指導課危険物保安係長          二村 博美 

（4）事務局（北九州市） 

環境監視部産業廃棄物対策室長        井上 雄祐 

5 議事録 

○事務局 

 定刻となりましたので、第 33 回北九州市 PCB 処理監視会議を開会い

たします。 

 まず初めに、お手元に第 33 回の監視会議の議事次第をお配りしてご

ざいます。この議事次第に記載しております配布資料の 1-1 から資料

6-2、参考資料を二つ付けてございますが、こちらについてご確認をい

ただきまして、もし不足等ございましたら、事務局までお申しつけいた

だければと思います。 

 本日の監視会議の出席状況ですが、監視委員のうち大庭委員に関しま

しては所用によりご欠席、それ以外の委員の方は全員ご出席でございま

す。また、後ほど詳しくご説明いたしますが、本日は次期の監視会議の

ことも踏まえまして、オブザーバーの皆様にもご出席をいただいており

ます。本日そういったかたちでやっていきたいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 それでは開会にあたりまして、北九州市環境局長の松岡より一言ご挨

拶を申し上げます。よろしくお願いいたします。 

○北九州市 

 ただいまご紹介いただきました、環境局長の松岡でございます。本日

はお忙しい中、委員の先生方、またオブザーバーとして次期委員にご就

任される皆様方、このようなかたちでご参加いただきまして、誠にあり

がとうございます。御礼申し上げます。 

 この監視会議は第 33 回になるわけでございますが、この PCB 処理に

関しましては、昨年、全市民的な議論があったわけでございます。この

処理に関しましては、まず安全ということが大前提でございます。一つ

の命題としてですね。もう一つ、処理延長という課題の中で、一日も早

くこの処理を終わらせるということ、これが新たに加わった課題だと考

えています。その関係について説明があろうかと思いますが、私どもは、

昨年 1年間の市民からのご意見なりを踏まえていけば、その課題に対し

て常に緊張感を持ってしっかりとやっていく。そしてちゃんとそのとお

りにやられたということを示していくことが大事だと思っています。そ

ういった面では、この監視会議における先生方の役割という部分は、私

どもにとって非常に大切なものであると思ってございます。常に緊張感

を持って、市民の付託にしっかりと応えられるよう、私ども努めていく
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考えでございますので、先生方も忌憚なく私どもの取組み、また JESCO、

国の取組み、こういった点について、種々ご意見を賜れば幸いであると

思ってございます。本日はよろしくお願いいたします。 

○事務局 

 ここからの議事進行は座長にお願いしたいと思います。浅岡座長、よ

ろしくお願いいたします。 

【議題 1 北九州 PCB 廃棄物処理施設の操業状況について】 

○座長 

 では順次、議事に入っていきたいと思います。議事次第に従いまして、

議題 1「北九州 PCB 廃棄物処理施設の操業状況について」、JESCO から報

告をお願いいたします。 

○JESCO 

 JESCO 北九州 PCB 処理事業所長の氏本でございます。よろしくお願い

申し上げます。 

 お手元の資料 1-1 に基づきまして、施設の操業状況についてご報告い

たします。資料の方は 1番に受入状況、2番に処理状況ということでま

とめております。 

 まず PCB 廃棄物の受入条件です。詳細は 2枚目以降の別添資料という

ことで、3ページ目からに示しております。 

 本文の方の表 1ですが、こちらには平成 16 年度から昨年末までの試

運転物を含む受入状況ということで、まとめております。縦軸にトラン

ス、コンデンサ、安定器、横軸には 17 県エリアの総数と、それぞれ北

九州、福岡、他県という内数で示しております。表中、処理対象台数あ

るいは処理対象個数というふうに示しておりますが、こちらは表下に備

考で示しておりますように、今年 1月 14 日までに環境省及び JESCO に

報告あるいは提供のありました自治体の平成 26 年 3 月末時点の高濃度

PCB 廃棄物の保管状況を用いて推計した数値です。従いまして、今後の

報告とか掘り起こし調査の進展等によっては、数字が変わることがある

ということをご了承ください。トランスにつきましては、エリア内では

受入率が 82％、コンデンサについては 88％、安定器等につきましては

84％まで受入れが進んでおります。 

 次に、これらの処理状況についてです。こちらも別添資料の 3枚目、

5ページ目から処理状況について詳細をまとめております。 

 まずトピックスでございますが、一昨年 5 月に 2 期施設内の VTR-A

号機で発生した汚染水の漏洩トラブル、これ以降重篤なトラブルや故障

等による長期にわたる設備停止はなく、おおむね順調に稼働を継続して

いる状況です。 

 （1）トランスについては、本年度に入りまして、大中小合わせて 107

台の処理を行いまして、順調に進んでおります。エリア内の登録残数は
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昨年末で 224 台となり、2トン未満の中小型は 110 台ありますが、その

うち高濃度品と見込まれるものは約 40 台ということで、今年度中の処

理を完了する見通しを得ております。一方、2トン以上の大型は 114 台

残っており、これにつきましては、前回もご報告申し上げましたように、

時間がかかるということで、施設の有効活用を行いながら、毎年約 30

台ずつ、これを計画的に早期に処理を進める予定でございます。一番下

の行ですが、前回も報告いたしましたが、エリア内の車載トランスは昨

年度に処理を完了しております。 

 2 ページ目、（2）コンデンサ関係です。本年度、処理は順調に推移し

て、3,797 台の処理を終了しました。3月までに約 1,400 台の処理を行

う予定でおります。そういうことで、エリア内の登録残数は昨年末で

4,174 台となり、このうち約 2,770 台が平成 27 年度の処理となりまし

て、能力的には来年度中に完了する見通しとなりました。そういうこと

ですが、今後、トランスも含めまして、行政との連携による底ざらいが

重要になろうかと思います。 

 （3）安定器等・汚染物の処理状況です。今年度に入りまして、表 2

にありますように、およそ 481 トンの処理を終了しました。3月末まで

にさらに約 150 トンの処理を計画しているところです。 

 なお、1ページ目の表 1の下に示しました処理対象量に対する今後の

処理の見通し、並びに対象エリア拡大に伴う地区間移動物の処理の計画

等につきましては、後ほど資料 3-3 あるいは資料 4-1 でご説明させてい

ただく予定にしております。以上です。 

○座長 

 続きまして、資料 1-2「北九州 PCB 廃棄物処理施設の環境モニタリン

グ結果について」の説明をお願いいたします。 

○JESCO 

 北九州 PCB 処理事業所の副所長の入江と申します。資料 1-2 に基づき

まして、環境モニタリングのご報告をさせていただきます。まず、表紙

で全体をまとめさせていただいています。平成 26 年度の夏季、秋季の

結果についてまとめさせていただいています。 

 まず（1）周辺環境につきましては、大気は PCB、ダイオキシン、ベ

ンゼン全ての項目について環境基準等に適合しておりました。水質につ

きましても、PCB、ダイオキシンともに環境基準に適合しておりました。

なお、地下水、土壌、底質、生物につきましては、本年 2月に測定を予

定しておりますので、過去のデータを記載させていただいております。 

 続きまして、排出源につきまして（2）で説明いたします。排気中の

PCB、ダイオキシン類、ベンゼン、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素、

ばいじん、これら全ての項目につきまして協定値等に適合しております。

排水中の PCB 及び雨水中の PCB、ダイオキシン類につきましても、基準

に適合しておりました。なお、悪臭及び騒音につきましては、本年 2

月測定という予定でございます。詳細につきましては、資料 1-2 の詳細
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別紙で 1ページからデータを記載させていただいています。 

 1 ページ、2 ページ、3 ページにわたりましては周辺環境の結果で、

昨年 7 月の監視会議でご報告させていただいた以降の結果を青のマー

カーでつけさせていただいています。まとめのところでお話ししました

ように、特に基準等を超えていないということであります。3ページを

見ていただきたいと思います。これは本年 2月に測定の予定ですが、最

後の 6の生物につきまして、カメノテの PCB につきましては数値等が大

きいものですから、単位を変更しまして、数値を記載させていただいて

います。申し訳ないのですが、単位の記載ミスがございまして、mg/kg･

wet となっておりますが、μg/kg･wet ということですので、ご訂正をお

願いいたします。 

 4 ページ以降、排出源のデータ、同じく昨年の監視会議以降のデータ

につきまして青でマーカーをつけさせていただいています。まとめでお

話をさせていただきましたように、全て協定値等を満足している、適合

しているという状況でした。 

 簡単ではございますが、環境モニタリングの結果についてご報告させ

ていただきました。以上でございます。 

○座長 

 ただいまの議題 1、北九州 PCB 廃棄物処理施設の操業状況、環境モニ

タリング結果も含めてですけれども、意見等がございましたら、よろし

くお願いいたします。 

○委員 

 操業状況の表 1です。トランスとコンデンサと安定器に分かれており

まして、それぞれ北九州市内と福岡県内とその他県で集計をとっておら

れるのですが、トランス類の北九州市内の比率が他に比べて割と高いよ

うに思えたのですが、何かこれは特別な理由があってこうなっているの

でしょうか。 

○JESCO 

 JESCO からご説明させていただきます。北九州市様の取組みが平成 27

年 3 月末を目標としていろいろと推進されてこられた結果だというふ

うに感じております。 

○座長 

 今の質問は、対象物の絶対量が北九州の分が福岡県に対して多いんじ

ゃないかということですよね。 

○委員 

 今のお答えですと、福岡県に関してはここに挙がっていない台数があ

る程度あるというふうに予想されているという理解でよろしいんでし

ょうか。 
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○座長 

 質問を変えましょうか。要するに、掘り起こし状況じゃなくて、絶対

数が北九州に集中しているんでしょうかという質問なんですね。 

○北九州市 

 北九州市ですね。もともと産業都市でございまして、こういった工業

の中で、大型トランスとかを使う割合が非常に高いという、その傾向が

そのまま出ているものだというふうに理解してございます。 

○座長 

 そういう意味で、北九州市で処理をするという責任を持って行った結

果がこの PCB 処理だという、我々の理解でよろしいですよね。 

 他に何か質問はございませんか。特に環境モニタリング結果に関して

も、要するに増えるような傾向は特に見られないということですよね。 

【議題 2 今後の安全かつ一日も早い処理完了に向けた取組みについて】 

○座長 

 では、次の議題に移りたいと思います。議題 2「今後の安全かつ一日

も早い処理完了に向けた取組みについて」、まず資料 2「北海道 PCB 処

理事業視察実施結果」について、この視察は監視会議のメンバーが行っ

たわけですが、私自身は参加できなかったので、代表の委員の方からま

ず統括及び所感をお願いいたします。 

○委員 

 北海道 PCB 処理事業の視察実施結果につきまして、参加者を代表して、

報告させていただきます。 

 資料 2 をご覧ください。昨年 11 月 18 日から 19 日にかけて、委員 7

名で行いました。まず、視察全体の所感ですけれども、北九州市では 1

期、2期と呼んでおりますが、北海道では当初施設、増設施設というふ

うに呼んでおりますが、どちらも本市と同じ技術で処理を行っておりま

す。今回その処理や監視の模様を実際に見ることを通じまして、本市に

おいても生かすべき点があると感じました。今回の視察は、PCB 廃棄物

の処理を安全かつ早期に進めていくために必要となります事業所間で

のノウハウの水平展開につながるものと考えておりまして、総体として

有意義なものとなりました。 

 視察内容の報告です。具体的な内容は、2の実施概要にございますよ

うに、1番目として、北海道 PCB 廃棄物処理事業監視円卓会議の傍聴で

す。これは途中から参加いたしました。2番目として、北海道 PCB 廃棄

物処理事業監視円卓会議委員と本市監視会議委員との意見交換。3番目

として、JESCO 北海道事業所の見学でした。 

 まず、円卓会議の傍聴について、3 の（1）をご覧ください。向こう

もちょうど 33 回で、北九州市と同じ回数ということになります。円卓
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会議の傍聴では、処理状況、トラブル事象、環境モニタリングの測定結

果に関する委員と JESCO とのやりとりを傍聴いたしました。 

 処理状況につきましては、PCB 廃棄物の量やこれまでの処理量につい

て正確な数量を把握してほしいという円卓会議委員からの意見がござ

いました。これは前回の本市の監視会議でも議論が行われた点でありま

して、正確な数量の把握につきましては、各地域で高い関心が寄せられ

ていると感じました。 

 トラブル事象につきましては、2点報告がございました。一つは洗浄

中のトランスから洗浄液が漏洩するトラブルが発生したことについて、

これまでも同じようなトラブルが発生していますが、対策が行われてい

るのかという円卓会議委員からの指摘がありました。JESCO からは、今

回のトラブルはこれまでのものと原因が異なるものであり、今後同様の

トラブルが起きないような対策を講じる、という説明がございました。

この内容を本市を含む他地域の事業所にも共有し、トラブルの未然防止

に努めてほしいと考えております。 

 ③の環境モニタリング測定結果につきましては、PCB の液処理工程に

おきまして、排気中のベンゼン濃度が管理目標値以内ではあるものの上

昇したという測定結果が出たことにつきまして、JESCO から原因の説明

がありました。具体的には、同排気中の PCB 濃度が良好であったため、

当初の設計で定められた PCB を除去する装置の油の連続的な入れ替え

作業を停止したことが原因と推測される、という内容でありました。こ

れに対して、委員の方から当初の設計を容易に変更すべきではない、と

の指摘がありました。本市におきましても、処理施設の操業にあたって

は当初の基本設計を順守し、安全確保に努めてほしいと思います。 

 続きまして、資料の 2枚目をご覧ください。その会議ののち、円卓会

議委員との意見交換を行いました。北海道側の委員の方は 11 名参加、

北九州市側は 7名の参加でした。円卓会議委員との意見交換では、継続

的に安定操業を行っていく上で必要なこと、今後の監視のあり方につい

て、この二つを主な議題としました。 

 具体的な意見の内容につきましては、資料に記載しておりますが、主

なところでは、「処理施設の操業に関し基本設計において十分に安全性

の確保がなされているか、また常に緊張感を持って運転作業等に取り組

んでいるかといった点を重視して監視を行うことが重要である」、また、

「処理で培われ進歩した技術の今後の活用を両地域で一緒に考えてい

きたい」といった意見が出されたところです。今後こういった点につき

まして、双方が連携の上、情報共有や意見交換を行っていくことが必要

であると思っております。 

 続きまして、3 枚目の（3）施設見学につきましては、翌日の午前中

に行いました。その模様は資料の最後のページに写真で載せております。

処理事業に関する情報公開を行っております情報センターと処理施設

の見学をいたしました。 

 見学の中では、コンデンサの解体作業につきまして、北九州事業所に

おいて得られたグローブボックス内での PCB 濃度が低いという知見を
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踏まえて、北海道では安全性を確保した上で作業効率を高める工夫がな

されている、との説明がございました。具体的には、北海道事業所では

局所排気装置を使用の上、グローブボックスを使用せずにコンデンサの

解体作業を行っているということです。本市の処理のノウハウがほかの

事業所へ展開されたよい事例だと感じました。 

 今後の連携につきましてですが、今後、処理事業が安全かつ早期に行

われるためには、処理に関する技術やノウハウの展開及び活用を各事業

所が積極的に実施していくことが重要と考えられます。そのような中、

今回、北海道円卓会議の方から今後の連携について申し出をいただきま

して、本監視会議としても密に連絡を図っていきたいと考えております。

簡単ですが、以上です。 

○座長 

 ありがとうございます。 

 続きまして、視察に参加された委員の方々に、順次、所感を述べてい

ただきたいと思います。 

○委員 

 失礼いたします。まず、北九州市の職員の方が若松にお越しになった

ときに、県外で視察をされたことがありますかと申し上げましたところ、

何ヵ所かは参りましたということで、私も何かの機会があればぜひ県外

を見せていただきたいですねと申し上げましたら、ばたばたとこの研修

が入りまして、本当に私自身がびっくりいたしております。非常によい

勉強ができたのではないかと思っております。 

 私自身は女性団体連絡協議会の方から参加させていただきました。あ

ちらの方も室蘭の女性団体の副会長さんがお越しになっておられまし

て、円卓会議の方は、先ほど申されましたように、お時間がなくて、あ

まりしっかり聞くことができませんでしたけれども、その帰りにその会

長さんと少しお話ができました。その中で、円卓会議の中にも出ました

が、私自身があまりしっかりと聞いておりませんでしたので、ご質問等

をさせていただきましたら、PCB の廃棄物の処理に関する運用の徹底に

ついてというご案内をちょうだいしたと。それでその会長さんも初めて

PCB ということを知りましたということで、これからお互いに女性団体

でも頑張ってまいりましょうという言葉で別れさせていただきました。

私も今回、お正月初めてそちらの会長さんからお年賀をちょうだいしま

したところ、そちらは北海道全体の副会長さんでもあられるということ

で、なおびっくりいたしました。 

 このお写真にも載っておりますように、皆様方に配布されていると思

いますが、グローブボックスですか、これがあちらの方の情報施設の中

にございまして、私も初めてこの中に手を入れさせていただいて、感触

を味わわせていただきました。本日また、第一施設のグローブボックス

室で一次、二次洗浄について説明していただきましたので、本当にこの

施設見学に参加させていただいたものが、私自身にも非常に実になった
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のではないかと思っております。できることであれば、北九州市の施設

の見学をなさるところにも、こういうふうにグローブボックスを備えて

いただければということが私の感想でございました。以上でございます。 

○委員 

 この制度ができまして、北九州は全国に先駆けてということになって

おりまして、他市の事業所に比べますとスタートが非常に早かったわけ

でございます。ですから北海道事業所は後から設立されたもので、そち

らの方が良いような気がいたしますが、先駆者である北九州はほかに比

べて何も劣っているところはないというふうに思うわけです。 

 いろいろ考えまして、皆さんのご尽力をいただいて、だんだん軌道に

乗って処理事業が進行されていると思います。ですから、北海道さんを

はじめ何ヵ所か視察をいたしましたけれども、会議だけじゃなく、非常

にこの事業がスムーズに進んでいるなということが考えられるわけで

す。 

 今さっき申し上げましたように、他所の事業所に比べまして北九州は

スタートは一番でしたけれども、そういうふうなことでしておりまして、

何も別に新しい、後からの事業所のように新しい施設をどんどんつくっ

て、北九州よりもいいなというふうな感じがしないこともないんですけ

ど、それによって北九州の事業所のスタートが遅れているとか、処理機

械の、他所の事業所に比べて機械が遅れているというふうなことが考え

られませんが、それなりのスタートから一生懸命やってきている。一番

大きな事故もなかったわけですから、そういうふうなことも考えて、や

っぱり北九州の事業所は立派にやっているのだなというふうに考えて

おります。これからも先輩諸氏の皆さん方のご協力をいただいて、頑張

っていきたいと、こういうふうに考えたわけでございます。あまり参考

にはなりませんが、以上で終わらせていただきます。 

○委員 

 北海道事業所の経緯や概要の説明、また現地での説明で、この説明が

非常にわかりやすく、肌で感じることができました。そして、そのこと

が PCB 処理の取組みやモニタリング体制、地域住民とのコミュニケーシ

ョンに最大限の努力をしていることに気づきました。視察の大きな成果

でした。この視察で気づいたことを参考に、役立つよう努力いたします。

ありがとうございました。 

○委員 

 北海道事業の円卓会議も白熱した議論で、5事業所がすべてこうであ

ればなと思いを新たにしました。ただ、その会議の中でちょっと気にな

ったことが二つございましたので、ご紹介申し上げます。 

 ベンゼン濃度が上昇したときに JESCO が使った言葉があって、「節約」

というキーワードが入っていたのがとても気になりました。それともう

一つ、円卓会議の委員長さんだったと思うのですけれども、北海道事業
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がトラブルとヒヤリハットがとても多いと。それは、トラブルとヒヤリ

ハットを逐一挙げるシステムができているからだとおっしゃったので

すが、私は、5事業所すべてがヒヤリハットもトラブルも逐一挙げるよ

うなシステムに今なってきておりますので、やはりトラブルが多いとい

うのは、「トラブルが多い」のではないかなと思いますので、その点は

ちょっと認識していただきたいなと思いました。以上です。 

○委員 

 私も視察に行きました。実は以前、北海道の工場ができるということ

で、現地の自治会の関係の方とかさらに地元の人たち何人かが北九州市

にお見えになりました。北九州で今の PCB の処理工場の建設へのいろん

な動き、また現在の状況などについての報告もさせていただいたんです

が、このたび室蘭に参りましたら、その当時お見えになっていた方が、

ああ、来てくれて本当にありがとうということで、北九州の皆さんがや

ってきた PCB の処理施設の設立と運営の問題や、地域の住民の人たちの

安心・安全をどのように確認をし、伝えていくのかということなどにつ

いても話をすることができたので、大変よかったと、向こうの方から言

われました。 

 私たちも現地の会議を傍聴というか、一緒に参加してくださいという

ことで、その会議に出まして、私にも何か発言してくださいということ

で、そういう指名もいただいたんですけれど、現地の人たちも北九州の

あの広大な土地の中にあれだけの大きな施設をつくって、それを安全・

安心の仕事をするということでは非常に細かい点について監視会議で

も論議をされているということを、今、室蘭の私たちもそれを教訓にし

ながら、これからの室蘭の工場の運営のために頑張っていきますと、こ

ういうことを言われまして、本当にずっと頭を下げっぱなしだったんで

すが、帰る前に、また来てくださいということを言われまして、じゃあ、

個人で行きますということを話をして、帰ったところです。 

 私たち北九州の場合も、全国で初めて処理工場がここにできた、そし

て私たち自身も大阪とか東京とかを含めて現地の調査をいたしました。

それはどうやって安全を最優先にして PCB 処理を期間内に済ませるの

かということは、私たち監視会議の委員にとっては最大の責任でもある

し、やらなくてはならないということをあらためて感じてきたんです。

私自身も気持ちをあらためて、これからも頑張っていきたいと思います。

今日は本当にありがとうとございました。 

○座長 

 それでは最後の委員。まとめの部分も含めてお願いします。 

○委員 

 まとめてと今言われたので、まとめになるかどうかわかりませんが。 

 二つ非常に印象的だったのは、一つは先ほどの、こちらでグローブボ

ックスを使っているのをドラフトチャンバーでやっていると。これはこ
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ういう作業をこれに変えるというのは、安全性のデータをかなりとられ

て、それを改善につなげられたと。私は化学の研究をずっと長年やって

きまして、グローブボックスとドラフトチャンバーでは作業効率という

のはおそらく何十倍、何百倍と違うはずなんですね。これを思い切って

やられているというのは非常に感心しました。 

 もう一つは、円卓会議でこの事業が終了したらどうするかということ

を話されて、そういう意見交換ができたということが非常に貴重でござ

いました。つまり、向こうの円卓会議では、室蘭のまちが、18 日の夜

宿泊したんですけれども、北九州のいろんなまちと一緒で、シャッター

街でした。 

 どういうことかというと、この事業が終わったら環境事業としてこれ

を事業化したいというご意見がございまして、もうすでにそういうのを

向こうでは手がけられているということで、これはまだこういう議題は

ここでは出ておりませんが、そういうことがあって非常に感心しました。

今回の視察で、そういう意味で、非常に短い懇談会だったんですけども、

今後またいろんな意見交換ができれば、もっと安全に早期に終わるかと

いうことが議論できるんじゃないかと思っております。以上でございま

す。 

○座長 

 ありがとうございます。今の視察の結果について意見を述べていただ

くんですけれども、参加していない私の方から単純な質問として、委員

が指摘されました 2点、トラブルのヒヤリハットの挙げるシステムが北

海道だけ充実しているのか、北九州も同様にきちっとなっているのかと

いうことを JESCO さんから答えていただきたいと思います。 

○JESCO 

 監視会議の中でもちょっと触れてご説明させていただいたと思うん

ですが、いわゆるヒヤリハット、気がかりハットというものを挙げてい

くというのも大切なことなんですけど、我々は平成 21 年からリスクア

セスメントという、予防的な考え方でそういう取組みをやっています。

要するにいろんなリスク、危険性のあるところを現場の中から吸い上げ

ながら、それに対するいろんな評価と対策を常に、事が起こる前に対策

をとっていこうということで、そういう件数は実際にすでに千数百件や

っております。そういう意味でもトラブルがかなり削減されてきている

のかなと考えています。件数として、そういうかたちで、気がかりハッ

ト、ヒヤリハットを挙げるというやり方ではなくて、まさに予防原則の

リスクアセスメントというかたちでやっているということであります。 

○座長 

 もう 1点に関しては、ベンゼンの洗浄を、液の入れ替えを省略したと

いう件に関して、北九州の場合にはこれに関連する技術に関してはどう

いうことになっているかをご説明願います。 
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○JESCO 

 北九州もベンゼンに関しましては、平成 18 年に高濃度のベンゼンが

出たということで、ベンゼンの取り方というのは、油で吸収させてとっ

て、最終的には活性炭でとるというやり方なんですが、その油の吸収剤

の交換の頻度を、それぞれの出る工程で決めております。それはもとも

とは設計上そういうものがあるんですが、それをいっぺんかなり負荷が

高いときに超えたということで、再度、交換の頻度をかなり上げたとい

う実績があります。それをいまだにずっと踏襲はしております。そうい

う意味で、ベンゼンは今管理目標 50 にしておりますが、50 を十分クリ

アするかたちでやっていると。ですから、節約ということは当然ながら

やる考え方はありません。あくまでも、むしろちょっと費用的にもかか

るし、工程的にも交換頻度が増えれば工程が長くなりますので、処理と

してはマイナスの部分もあるんですけれども、安全の面から、より安全

の方向で交換頻度を決めているというやり方でやっております。 

○座長 

 そうしますと、北海道の例というのは横展開されていないということ

ですか。 

○JESCO 

 何バッチごとに交換するかというのは、それぞれの事業所であります。

もともとの設計値も当然ながら違うと思いますので、そこのところを正

確に反映されているかどうかというのは、ちょっとなかなか難しいとこ

ろがあろうかと思います。 

○座長 

 ありがとうございます。今の視察に関して、他の方々及び視察に行か

れた方の中でもいいですけれども、意見はありますか。いいですか。 

では、北海道の施設の視察の件に関しては終わりといたしまして、続

きまして、資料 3-1「北九州市受入条件の履行状況」、資料 3-2「北九州

市受入条件の履行に係る国の取組について」、資料 3-3「計画的処理完

了に向けた工程表」について、環境省の方からご説明をお願いいたしま

す。 

○環境省 

 環境省廃棄物･リサイクル対策部企画課長の山本と申します。冒頭遅

参しまして大変申し訳ございませんでした。まずはお詫び申し上げます。

この会議の委員の皆様方には日ごろから本当に大変、PCB 廃棄物の処理

に関しまして真摯なご協力、ご指導をいただいておりますことについて

御礼を申し上げたいと思います。 

 前回 7月の会議におきまして、基本計画の改訂とその際に北九州市か

らいただいております受入条件についてご説明をさせていただきまし

た。その機会に、この会議の委員の皆様方から貴重なご意見をいただき
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まして、特に受入条件それぞれ背景がある、それぞれが重要な項目です

から、それぞれについて具体的な進捗でありますとか、それをわかりや

すくきちっと報告すべきでありますとか、特に期限の問題、最初の期限

を順守できなかったということで、今後期限の順守に向けて、精神的な

ものではなくて、きちんとしたスケジュール管理、進捗管理をしっかり

やっていくというようなことを含めて、多くの意見をいただいたところ

でございます。 

 それ以降約 6か月が経過しているということで、その間、北九州市と

も数多くの打ち合わせを重ねまして、今回できる限り、そのあたり、お

こたえすべく準備をしてきたところです。まだまだ足りないところを本

日もたくさんご指摘があろうかと思いますが、これをしっかりと受け止

めながら、北九州市と二人三脚で、できるだけ一日も早い安全な処理と

いうことを目指して頑張っていきたいと思います。資料に基づきまして、

担当の方から説明をさせていただきます。 

○環境省 

 環境省の中野と申します。私の方から、お配りさせていただいており

ます資料 3-1、3-2、3-3 を用いて説明します。 

 まず資料 3-1 です。こちらは北九州市さんからいただいた受入条件を

この資料の左側に記載させていただいていまして、その各項目について、

右側に現在までの履行状況、あるいは今後の取組みの方針も若干触れさ

せていただくようなかたちで書かせていただいています。この表が実は

各項目、四角が全部で 27 個ございます。受入条件は北九州市さんから

27 項目いただいているところで、それの 1 項目 1 項目について記載を

させていただきました。このうち、すべてが当然重要なんですが、説明

をわかりやすくする観点から、若干この中でもキーポイントになる部分

を資料 3-2 で概略的にご説明をさせていただいているところです。 

 まずはこの資料 3-2 をご覧ください。資料 3-2 ではこの条件の履行に

係る国の取組みについて、大きく 1 番、2 番、3 番、3 項目に観点をあ

てて書いてございます。もともと受入条件につきましては、大項目では

4 項目ご用意されているのですけれども、そのうちの 3 項目について、

とりわけこれまでの取組み、あるいは今後も直近で検討すべき項目が並

んでいますので、そこを中心に記載させていただいております。 

 まずはこの資料 3-2 の下側のページ、1 番の処理の安全性確保です。

こちらにつきましては、当然ながら、これまでも安全を第一で行ってき

たわけですが、今後も安全第一ということを堅持しつつ、かつ、冒頭に

山本が申し上げましたとおり、期限内一日でも早く処理を終えるために

計画的に行われていくよう、まず私どもとしましては、直接処理をして

まいります JESCO を指導監督する立場として、これをしっかり指導監督

しつつ、処理の安全性確保に必要な措置を講じていきたいと考え、取り

組んでいるところでございます。 

 具体的にここでは、黄色い四角で三つの観点、項目で書いています。

1 点目がまず処理の安全性確保に向けた JESCO への指導監督について、
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具体的な取組みということでございます。4 点、記載しておりまして、

一つ、これまでも若干ご説明があったかもしれませんが、今般の新しい

延長した処理期限の中で、心配されるのが施設の老朽化等もありますの

で、まずはこれまで 5事業所全てで発生した過去のトラブルというもの

を再点検する。それから、そういったところに関して、今後全事業所に

ついてケアすべき部分について水平展開をしていく。あるいは、処理期

限の中で、長期的にあらかじめ施設の保全計画というものを策定して、

それに基づいた設備の計画的な更新等を確実に行っていくということ。

それから、広域化する PCB 廃棄物の運搬についての安全対策も、これま

でもやってきたところを引き続ききちんと堅持していくということに

ついて、これは継続的にですけれども、JESCO の取組みについて指導監

督をしていくということが一つ目でございます。 

 二つ目、処理の安全性確保に必要な措置ということで、JESCO の処理

施設につきましては、今後も点検等がなされた上で、必要な整備改修と

か更新がされていくわけですが、その際に必要な費用につきましては、

国庫補助事業というかたちで費用を我々としては支えているかたちで、

きちんと必要な点検や更新を円滑に履行できるような取組みをしてい

るところでございます。もう一つ、PCB を広域処理するということにな

りますと、さらにこれまで以上に長い期間、市内の運搬経路を使った収

集運搬というものが行われるわけで、この際の輸送路の維持、安全の確

保に必要な費用についても、国庫補助事業等で取り組んでいるところで

ございます。 

 3 点目、災害対策です。災害につきましては、想定される震度や津波

ということについて、おそらく今後の科学的知見の集積によっては、今

考えられている前提が変わっていくことも考えられますので、そういっ

た情報を国としても最新の状況を把握しつつ、これを JESCO としっかり

共有させていただいた上で、JESCO においては、災害対策に係る最新の

知見を踏まえて、必要な追加的な措置があるかどうかということを検討

していくというような体制を整備させていただいているところです。 

 次の裏面の上のページです。2番、期間内での確実な処理ということ

です。昨年の基本計画の改訂で計画的処理完了期限という期限、北九州

事業におきましては、高圧トランス、コンデンサ等におきましては平成

31 年 3 月末、安定器等・汚染物については平成 34 年 3 月末というよう

な期間でございますが、これを一日も早く達成するために、国、都道府

県市、JESCO などの関係機関が緊密な連携のもと協力して廃棄物の処理

に取り組むような措置を私どもとしても講じている、あるいは今後講じ

ていこうとしているところでございます。 

 ここでは大きく二つ、黄色い四角を書いてございます。一つ目が関係

者の連携体制の構築による早期処理の推進ということです。これまでも、

この会議の中でも様々なご意見をちょうだいしてまいりましたが、特に

まだ把握されていない PCB 廃棄物等の掘り起こし調査というところに

ついての取組みですが、丸の 1点目にありますとおり、まずはそういっ

たものを都道府県市さんが中心となりつつ、関係機関と協力して、調査
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等を行っていくわけですが、どうやったらいいのかというところについ

ては、私どもの方で標準的、効率的なやり方を、これまで北九州市さん

が先進的に取り組んでいらっしゃったり、あるいは私どももいくつかモ

デル的な調査をさせていただいて蓄積した知見に基づきまして、調査マ

ニュアルを昨年 8月に作成させていただきまして、9月にはこれを各都

道府県に通知をさせていただいていますし、8月策定したと同時に都道

府県市の担当者の皆様にお集まりいただいて、説明会を私どもとして開

催させていただいたところでございます。 

 こうしたところを踏まえまして、調査につきましては予算等がかかる

ものもございますことから、来年度から特に都道府県市では調査の実施

が本格化してくるものと見込まれているところです。 

 さらにこの調査、あるいはこの調査で見つかった未処理の事業者に対

する指導、普及、啓発が、効果的、効率的に行われるよう、都道府県の

みならず関係機関による連絡会議というものを早急に設置したいと。来

月にはその第 1回の会議を開催するつもりで今作業をしておりますが、

こちらを定期的に開催する。具体的にはこの右側のポンチ絵、これは昨

年の春の時点からご説明させていただいたかもしれませんが、都道府県

市、それから国としては環境省の他に経済産業省、これは特に使用中の

電気機器については、電気事業法という法律に基づいた届出等が行われ

る部分も制度としてございますので、そういったところの機関が協力し

て、さらには未処理の機器を実際に持っている方には定期的に電気保安

の観点での事業者さんが訪れるようなことも聞いておりますので、こう

いった方々と連絡会議を構築して、こういった協力体制のもとで、定期

開催の中で取組み状況をしっかり把握して、計画的な取組みの実施です

とか、そのレビューをしていくというような体制をつくるということで

ございます。 

 丸の 4点目ですが、さらには私どもとしては、各都道府県市が実施さ

れた掘り起こし調査の実施状況、いつ行ったか、どういうことをやった

のかということについては、定期的に調査させていただいて、結果を公

表させていただくというふうに考えております。 

 2 点目の黄色い四角です。処理の必要性の周知ということですが、ま

ず環境省におきましては、特に今回の計画変更で処理期限を、再延長せ

ず、かつ一日でも早くというところが重要になってまいりますので、こ

れまではどちらかというと、PCB 廃棄物の処理はどういう仕組みで行わ

れているのかということを中心とした普及啓発資材を作っていたので

すが、今はまだ作成中ですが、あらためて、むしろ計画期限内に早期に

処理が終わるために、そちらを重点的に普及啓発するような方向で、普

及啓発資材等を作りつつ、かつ普及啓発を図っていきたいというのがこ

ちらの項目でございます。 

 下、3番、地域の理解ということです。ご案内のとおり、特にこの北

九州事業におかれましては、若松区をはじめとする北九州市民の皆様の

ご理解、ご協力があって成り立っている事業でございますので、ここは

早期に処理が終わるためには、さらなる全国的な地域の方々の理解も必
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要になってまいります。そういったもろもろも含めながら、この PCB

処理が、実施状況をきちんと、私どもとしましても地元の地域の皆様に

説明を行いつつ、JESCO においても地元企業となるよう、地域の住民の

方々とコミュニケーション等を通じながら、事業の一層の理解を得るよ

うに努めていくということ、これを私どもとしても JESCO を指導監督し

ていくという取組みをさせていただく。あるいは、北九州市の事業につ

きましては、今後どちらかというと北九州エリア以外の処理対象物が入

ってくるわけですが、つまり北九州事業が一日でも早く終わるためには

そういった搬入地域の人たちがしっかり北九州市さんで処理がされて

いるということを、この北九州市さんの重要な貢献を理解して、一日で

も早く終わるための最大限の協力をしてもらうために必要な取組みを

させていただく、あるいは今後もしていくというふうに考えております。 

 こちらでは黄色い四角を三つ書いています。1点目が JESCO、国によ

る情報公開ということで、PCB 処理事業の責任主体として、国、JESCO、

あるいは地元自治体さんとも協力しながら、地元地域への説明を行って

いきたいと考えております。このあと実は本日、北九州事業について、

市民の皆様にご説明をさせていただく機会を設けさせていただいてい

るところです。 

 2点目、地元地域との交流に向けたJESCOへの指導監督ということで、

JESCO が地元企業として地域の皆様にしっかり受け止められていただ

くような取組みを私どもとしても指導監督していくというところで、具

体的に JESCO の取組みとしてはここにある三つの取組みを主にしてい

ただくというところです。 

 一番下の都道府県市の地元地域への協力ということで、特に搬入元と

なる都道府県においては、搬入先となる地域、つまりは北九州地域での

交流ですとか協力というものを最大限行ってくださいということを、こ

ちらを国の基本計画にはしっかり位置づけさせているのですが、今後改

訂されていきます都道府県の PCB 廃棄物処理計画にも、そこはしっかり

明記していただくよう要請をさせていただいたということでございま

す。 

 まずは 27 項目のうち主な取組みについてご説明をさせていただきま

した。 

 それから資料 3-1 にお戻りいただきまして、こちらがその 27 項目 1

対 1関係でご説明させていただいていますが、資料の中で星印を書いて

いるところが今すでに私がご説明した中身を書いているところです。そ

れ以外でポイントだけ、お時間もありますので、申し上げますと、1ペ

ージ目 1番、処理の安全性確保ですが、例えば③とか④、輸送の関係で

特に JESCO が取り組むべきところとして、JESCO の受入基準、その説明

とか、こういったところがあるわけで、これもしっかり行うように、取

組みがなされる、あるいは今後行われるような予定となっているところ

です。 

 2 ページの真ん中から上ですね。（2）にありますが、万が一重大な事

故が発生した場合には、市と速やかに協議をするようなことを書いてい
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る条件となっていますが、そういったことが未然に防止、つまり起こら

ないように全力で取り組んでいくということがまず第一と考えており

ます。 

 2 番の期間内での確実な処理につきましては、おおむね星印で書いて

あるとおりの取組みをさせていただいたり、今後していくところでござ

いますが、特にここでは 4ページをご覧ください。4ページの⑥⑦とあ

ります。 

 ⑥ですが、新たな処理地域からの円滑な搬入のための調整に係る措置

とか、こういった PCB 廃棄物が広域処理されていく中で適正かつ早期に

処理されるために必要な措置を迅速に講ずることとなっております。私

ども環境省としましても、新たな地域からの搬入にあたって、これは基

本計画改訂後しっかり位置づけさせていただいたのですが、広域的な見

地あるいは計画的な処理の確実な実施確保に係る見地から、都道府県市

間、あるいは都道府県市と JESCO の間をしっかり取り持つような取組み

を、現在 5地域では広域協議会という自治体間が集まる会議が定期開催

されておりますが、その場を活用しつつ、しっかり私どもとしてもこう

いった広域調整で必要な措置を講じていきたいと考えております。 

 ⑦です。事業終了後についての条件として、速やかに解体撤去が行わ

れる必要な財政措置を講じるとともに、その方法については事前に十分

な時間をもって協議をすることとされているところです。今年度、環境

省におきましては、こうした施設が実際に廃止される場合についての

PCB除去とか土地の原状回復に必要な資金を国からJESCOに出資するた

めの予算というものも措置したところでございます。 

 再延長、（4）ですが、これまでも何度もご説明させていただきました。

具体的には、当然これまで、それから今後の我々の取組みでお示しせざ

るを得ないんですけれども、再延長は絶対行いませんということをここ

ではあらためて記載させていただいております。 

 3 番、地域の理解ですが、5ページをご覧ください。5ページ（4）で

す。北九州市さんの技術、人材、ノウハウ、仕組み等、先進的に取り組

まれてきた北九州市さんのノウハウなどを国としても積極的に評価し

て、他地域への水平展開をしていくことということで、私どもといたし

ましても、実は先週、愛知県豊田市の方で、国連と豊田市が共催して国

内外の行政、民間企業、NGO 等の関係者が集まった国際会議が開催され

ておりまして、そこで私どもとしても、JESCO と共に北九州市さんの先

進的な取組みなどの事例を紹介させていただくこともさせていただい

ております。あるいは、先ほど申しましたが、掘り起こし調査のマニュ

アルを作った際には、最も先駆的な取組みをされていた北九州市さんの

ノウハウもしっかり盛り込ませていただいて、水平展開を図ったところ

でございます。今後も様々な機会を活用してこういったことをしていき

たいということを書いてございます。 

 最後、4番、取組みの確実性の担保ということです。三つ項目がござ

います。一つは、各種施策については、北九州市さんと定期的に協議の

場を設けることということで、これも今年度、環境省、JESCO もあわせ
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て北九州市さんとは毎週とかそういったレベルで協議をさせていただ

いているところです。今後も引き続きそういったことを継続したいと考

えております。 

 (2)、平成 30 年度を目途に中間総括につきましては、このとおりさせ

ていただいた上で、その後の措置も考えていきたいということです。最

後に書いてありますとおり、今後も北九州市さんと二人三脚で PCB 廃棄

物の安全かつ早期の処理完了を実現するためにしっかりやっていきた

いと考えております。引き続き、皆様方のご意見もしっかり受け止めさ

せていただいて、対策を講じてまいりたいと思いますので、引き続きご

指導のほどよろしくお願いいたします。 

 長くなって恐縮ですが、最後に資料 3-3 を用意してございます。こち

らは計画的処理完了に向けてどのようなスケジュール、どのようなペー

スで処理が行われるか、あるいはどういった取組みを年単位で行ってい

くかというところについて、書いています。 

 細かくなるので、具体的な取組みについては先ほど申し上げたところ

ではあるのですが、特に処理対象物については、中から上のところにバ

ーチャートとして入っています。先ほど資料 1では、特にこれまでの北

九州事業エリアの進捗について、安定器まで含めて報告がなされたとこ

ろですが、その後特に他地域の処理が今後進んでまいるところですが、

実線の矢印が基本で処理が進んでいくと考えているところです。今後で

すが、真ん中辺には、出し渋る保管事業者に対する JESCO の営業的な活

動とか、処理料金の値上げを導入して期間内の処理を促進する取組みの

検討とか、あるいはもうすでに取り組まれておりますが、分割払いとい

った経済的に脆弱な方への対策も今年度から取り組んだりしていると

ころです。 

 それから、関係者との連絡体制については、今後定期的に先ほど申し

上げましたような連絡会議の定期開催とか、あるいは進捗状況を国とし

ても保管状況の情報集約公表とか、都道府県市の取組みの状況を毎年度、

調査してその結果を公表させていただくような取組みをさせていただ

きたいということでございます。 

 説明がポイントのみで恐縮ですけれども、以上でご説明を終わらせて

いただきます。 

○座長 

 続きまして、今の環境省の説明と密接に絡む JESCO 側の説明を行って

いただきたいと思います。資料 4-1「北九州市の受入条件を踏まえた

JESCO の取組状況」、資料 4-2「（参考）長期保全計画」、資料 4-3「トラ

ブルの水平展開状況」について、JESCO から説明をお願いします。 

○JESCO 

 資料 4につきまして、JESCO 本社事業部次長の山本からご説明をさせ

ていただきます。資料 4-1、目次のところに大きく三つ柱を立ててござ

います。その三つについて、今回ご説明させていただきます。 
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 処理の安全性の確保ですが、施設の健全性の確保について、前回の監

視会議では長期保全計画の考え方についてご説明申し上げましたが、今

回はその計画に基づいてどういった更新等を行っていくのか、というこ

とをご報告させていただきます。また、安全操業のための運用の徹底に

つきまして、トラブルの水平展開などを進めているところですが、今回、

全事業所で発生した過去のトラブルを再点検した結果についてご報告

いたします。また、災害対策については、最新の科学的知見を踏まえた

対応を進めていくことにしています。下から 3行目に「今般の国による

日本海側地震想定の見直しを受けて」とありますが、昨年 9月に国土交

通省におきまして、日本海における大規模地震に関する調査検討会の報

告が提示されています。こういったものを踏まえて、事業所では土のう

などの資材準備や対応訓練を検討しているところです。今後、地域防災

計画の改訂などの動向を踏まえて、さらに対応検討を行っていくことに

しています。こういった施設の健全性の確保、安全操業のための運用の

徹底、災害対策、そういった取組みにつきまして、長期保全計画などに

基づき計画的に進めていくことにより処理の安全性の確保に努めてい

きたいと考えています。 

 それでは個別の項目について簡単にご説明いたします。施設の健全性

の確保①②については前回ご説明させていただきましたが、保全につき

ましては、3ページにございますように、基本的に予防保全ということ

で、一定の周期で行う時間基準の保全、また施設の状態に応じて状態基

準の保全を行う、設備ごとに適したものを採用して行っています。 

 長期保全計画に基づく取組みにつきましては、この計画を立てるにあ

たって、これまでの点検の記録や機器メーカー、建設したプラントメー

カーからの情報を踏まえて、どういった機器を計画的に更新していくの

かといったことを取りまとめ、進めることとしております。 

 施設の健全性の確保③の長期保全計画の概要につきましては、トラン

ス・コンデンサ、安定器、共通設備で分けています。トランス・コンデ

ンサの処理設備につきましては、長期間使用している機器のうち、破砕

機ポンプなど駆動機器を中心に、定期点検時に早期交換を行っています。

同様に、バルブやガスケットなど万が一の場合、配管外に漏洩する危険

のあるおそれがある長期寿命消耗品も定期点検時に部品交換を進める

ことにしています。安定器・汚染物処理設備につきましては、年 2 回プ

ラズマ炉本体の耐火物の更新をきちんと行っていく他、排気が通過する

高温チャンバーの耐火材などの更新や、定期点検でも排気バグフィルタ

ーのろ布など長期寿命消耗品の抜き取り検査など行って、交換タイミン

グなどを調査しているところです。 

 また、共通機器につきましては、分析の機器、オンラインモニタリン

グの装置の部品など電子機器については前兆なくある日突然、機能が停

止するおそれがあるといったものですので、一定の期間使用したら計画

的に交換するという時間基準の保全の考え方のもと、進めることにして

います。 

 施設の健全性の確保④ということで、27 年度に計画する定期点検、
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機器更新についてまとめております。来年度につきましては、ポンプ、

ファン、コンベアといった機械的に動く部分、センサー類を含む電子部

品、長期寿命消耗品などを中心に更新を計画しています。表の中で、青

字の部分についてはこれまで更新の実績があるものですが、それ以外に

ついては今回新たに更新するものです。これらの中には同一機器が複数

台あり、本年度からすでに更新を始めているものも含まれています。今

後も定期点検において、これらの設備の健全性の確保、把握することで、

しっかりと更新を進めてまいりたいと考えています。 

 続きまして、過去のトラブルの再点検です。北九州事業所においては、

先ほど北海道事業所の視察の関連でご説明したところですが、リスクア

セスメントの推進活動といった取組みを進めています。平成 21 年から

これまで、安全、環境衛生、防火防災にかかるリスク 1,454 件を抽出し、

トラブルの未然防止対策を進め、これまで一定の成果を挙げてきたとこ

ろです。下に円グラフで全事業所でのトラブル 201 件の事象別の内訳を

載せていますが、このうち北九州事業所で発生したものは 7.5％の 15

件にとどまっています。なお全社的にもトラブル情報の集約、水平展開

を進め、平成 22 年度以降トラブルは減少しています。22 年度 48 件に

対して 25 年度は 13 件で、7割の減という状況です。今般、各事業所で

過去に発生したすべてのトラブル 201 件の再点検を実施したところ、各

トラブルの原因に対して北九州事業所で対応がとられていることを確

認しています。今後も引き続きトラブルの未然防止、削減に努め、安全

の確保に努めてまいりたいと考えています。 

 この再点検の概要につきましては、下のページに整理しています。漏

洩トラブルのうち設備要因による漏洩への対応につきましては、北九州

事業所におきまして、右側にございますように、定期点検、日常パトロ

ールにおける機器・部品等の状態の確認、リスクアセスメント推進活動

の推進などにより、しっかりと対応を進めているところです。また、手

順・人的要因による漏洩に対しては、毎日の朝会・夕会における作業内

容の確認や、作業従事者間の情報伝達の徹底を通じまして、運転会社、

関連会社等の作業監督をしっかり進めているところです。 

 労働災害につきましては、事業所におきまして作業手順書の徹底、ま

た作業内容の事前打ち合わせの実施、保護具の着用の徹底といった取組

みをきちんと進めているところです。また、排気のトラブルに関しても、

排気中の PCB の濃度につきまして、セーフティネットの前での常時監視

などを行うことにより、安全の確保を図っているところです。 

 なお 201 件のトラブルの個々への対応状況につきましては、資料 4-3

にすべてのトラブルの概要、北九州事業所での対応を記載させていただ

いています。表の中で色がつけてあるものにつきましては、今ご説明を

したページの左側に事例として挙げているものです。個々については、

説明は省略させていただきたいと考えます。 

 続きまして、2の期間内での確実な処理です。処理の進捗状況につい

ては、これまで監視会議には、当社に登録していただいている登録物に

対して処理がどれだけ進んでいるかということをご報告していたとこ
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ろですが、今回から、これまで処理したものに各県で保管されている台

数を足したもの、それに対してどれだけ処理が進んだのかということで、

数字を整理しています。 

 トランスについては処理対象台数 3,085 台に対して受入量が 2,531

台ということで、進捗率 82％になっています。コンデンサ、安定器等

についても記載のようなかたちで処理が進んでいます。 

 これらの今後の見込みについて、品目ごとにどれくらいかかるのか図

をのせています。大型トランスにつきましては、12 月末で 120 台程度

残っているということで、今後、年間 30 台程度の処理を行うことで、

平成 30 年度までの処理を見込んでいます。また、小型トランスにつき

ましても、430 台程度あるのではないかということで考えています。年

間 200 台程度の処理能力があるということで、今後こういった処理対象

物について営業をかけていき、しっかり処理を進めていきたいと考えて

います。 

 一方、車載トランスにつきましては、北九州事業エリア内の車載トラ

ンスについては処理が終わったということで、そのラインを活用して豊

田エリアに保管されている約 150 台を 27 年度から 4年間かけて処理を

するということで見込んでいます。 

 また、コンデンサにつきましても、12 月末 5,800 台ということで、

年内に残り1,500台程度処理を行い、残りのものと、東京エリアの7,000

台のうち来年度は約 3,700 台の処理を行うことで予定しています。 

安定器につきましても、北九州事業エリア内のものについては、約

610 トン残っているだろうと見込んでいるところです。これにつきまし

ては来年度おおむね現在登録しているものについては処理を終えると

いうことで見込んでおり、来年度は北九州事業エリアのものが半分、大

阪、豊田エリアのものが半分ぐらいの量と現在見込んでいます。 

細かい説明については 14 ページ、15 ページにそれぞれ今ご説明した

ことを書かせていただいています。 

 14 ページの枠囲みの二つ目にあるとおり、今後は関係機関とも連携

を図り、掘り起こしされるものなどの処理を進め、計画的完了期限内で

あっても可能な限り早期に処理を完了するように努めてまいりたいと

考えています。 

 次に、新たに北九州事業所で処理するものですが、車載トランスなど

については、北九州事業所の空き能力を活用できる範囲内で処理を実施

するという考え方に基づいて実施していきます。また、安定器等・汚染

物については、今後、溶融の稼働日数の増加、無害化処理認定施設への

払い出しなどを実施して、処理能力を最大限発揮することで、早期に処

理を実施していくこととしています。 

 こういった施設面での能力の最大限の発揮に加えまして、早期処理に

向けた取組みについて、16 ページ目から記載しています。これまで北

九州事業地域の営業活動につきましては、積極的に処理してくださるお

客様への営業が中心でございましたが、来年度から出し渋るお客様に直

接働きかける積極的な総ざらいの営業活動に移行していくことを考え
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ています。具体的には、北九州市と行ってきたように、自治体と協力連

携して営業体制を構築し、定期的に進捗を確認していくことを考えてい

ます。 

 また、国の計画では、「意図的に処理委託を行わない者に対しては、

処理料金が上がることを早期に告知する等により、計画的な処理委託を

促進することを検討するものとする。」とされています。こういったこ

とについても、具体的に検討を進めていこうと考えています。 

 新たな地域からの円滑な搬入ということで、大阪、東海エリアにつき

ましては、昨年 7 月に営業課の分室を設置しています。現在 2 府 7 県

34 ヵ所において、保管事業者への説明会を実施したところです。また、

東京事業地域のコンデンサ、豊田事業地域の車載トランスについても、

保管事業者と個別に調整を行い、おおよそ目途が立っているところです。 

 また、分割払いを昨年 9月から導入し、来年度から他地域に拡充して

いくことにしています。 

 最後に地域の理解です。情報公開、地元との交流促進につきましては、

これまでも行ってきたところですが、これまで以上に積極的に取り組む

ことにより、地域の理解の促進を図っていくこととしています。 

 大きく、処理施設の公開、地元の行事への参加、地元企業や人材の活

用といったことで、平成 26 年度で申しますと、施設見学への対応など

778 人の受入実績がございます。今後も各区の自治会、まちづくり協議

会による見学の対応や、市や国が主催する見学ツアーなどにつきまして

も、しっかりと進めてまいりたいと考えています。 

 また地元の行事への参加等につきましても、具体例のところに書いて

ありますように、地元の祭り、花火大会や市主催の環境イベント、地域

企業による防災連絡会議、レクリエーション活動への参加といったかた

ちで、地元の地域や企業が開催する行事へ積極的に参加、協賛していく

こととしています。 

 また、この事業につきましては、地元の企業である北九州環境プラン

トサービス株式会社への委託をはじめ市内企業への委託を行い、しっか

りと地元企業、人材を活用して進めていくこととしています。 

 駆け足でしたが、JESCO から受入条件を踏まえた取組みということで、

以上ご説明を終わらせていただきます。 

○座長 

 ただいまの環境省、JESCO からの説明につきまして意見や質問がござ

いましたら、委員の方、よろしくお願いします。ありませんか。 

 それでは私の方から確認事項です。処理期間を延長することによって、

設備の健全性について、どのような点をポイントに確認されましたかと

いうことを説明でされているんですけれども、ポイントだけをもう一回、

簡単に言っていただきたいと思います。 

○JESCO 

 JESCO 北九州 PCB 処理事業所の運転管理課の佐藤でございます。私の
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方から簡単にご説明させていただきます。 

 まず、基本機能が今後の期間延長に対して維持できるかということに

関しまして、基本材質の面とか、そういうことで、腐食による心配等、

そういうものについては今年度、外部のエンジニアリング会社に入って

いただきまして、材質面の検討、確認を行っております。定期点検にお

きまして、主要部材に関しましては肉厚検査等を行っておりますので、

その結果を踏まえまして、主要材質において期間延長があっても大幅な

更新を行う必要がないという結論を今のところ得ています。ですので、

長期保全計画で中心にしておりますのは、稼働機器、動くもの、この辺

を中心として、動いているものはいずれへたってきますという観点から

定期的な更新、もしくは状態を見ての更新、そういうものを中心に計画

しております。以上です。 

○座長 

 今の稼働機器というのは回転機器のことですね。 

○JESCO 

 ポンプ、ファン等の動くものです。 

○座長 

 わかりました。委員の方で何かありますか。よろしいですか。 

 それを受けまして、次の議題としては、資料 5-1「安全かつ早期の処

理完了に向けた市のこれまでの取組状況」、資料 5-3「本市における今

後の PCB 廃棄物処理について（案）」について、市から説明をお願いい

たします。 

○北九州市 

 ただいま資料 5-1、5-3 というところで座長からお話がありましたと

おり、これまで前回の監視会議以降、市の方で行わせていただいた取組

み、そして今後、市の取組みの方針をこの資料に載せておりますので、

順次ご説明をしてご意見を賜っていきたいと思います。 

 まず、資料 5-1 がこれまでの取組みということで、前回の監視会議以

降のものを抽出したものでございます。1.安全性の確保という部分に関

しましては、まず（1）、輸送路の安全対策を実施しております。その安

全確保に万全を期すため、国の補助金を活用した安全対策の検討調査と

いうものを現在実施している最中でございます。この調査結果に基づき

まして、後に出てきます資料の今後の方針というところで、その安全対

策というものを実施していきたい。こういったものにつなげていくため

の準備調査を行ったということでございます。 

 また、事故時の消防体制というところで、ここは万が一というものに

備えてというものでございます。PCB の収集運搬・処理時の火災・漏洩

事故が発生した場合に備え、本市として責任ある消防活動、こういった

ものができますような資材・機材といったものを更新・配備をしたとい
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うことでございます。万が一に備えての対応を準備したということでご

ざいます。 

 2 番、期間内での確実な処理というところ、一日でも早く処理を終わ

らせるためにということで、まず、広域協議会というものを年２回開催

しておりますが、北九州エリアの広域協議会、昨年の夏開催をしました。

こちらではもちろんのこと、他の地域の広域協議会にも北九州市の職員、

我々が出向きまして、今回延長を受け入れた経緯、地元の思いといった

ものを強く説明をした上で、必要な対策の強化をぜひともお願いします

といった要請を行ってきた次第でございます。それぞれの自治体の感触

としては、そういった地元の状況をよくよく理解したうえで、出す側と

してもしっかりやっていかなければいけないといった思いを新たにし

ていただいたと考えております。 

 そういったところで、1 月末ですが、東京都から西側の 31 都府県・

政令市、80 自治体等とございますが、そこに参加を呼びかけまして、「北

九州 PCB 処理事業の見直しに伴う広域連携会議」、自治体間の連携体制

を確立して今後の安全かつ一日も早い処理というものを全国的にやっ

ていこう、こういった会議を開催していく、そういった予定としており

ます。 

 また、（2）市内に残る PCB 廃棄物の処理ですが、先ほど JESCO の方の

説明にもございましたけれども、JESCO と二人三脚、密接に連携しなが

らその処理について指導・強化をしております。また、市内の事業者に

対しましては、本年度末、3月末が当初の約束期限でございます。そこ

で、PCB の含有機器が本当に残存していないか、残っていないかという

ことをあらためて把握してもらうような徹底を呼びかける通知も出し

ております。最後の総ざらい、最後の最後といったところの取組みも行

っているということでございます。 

 また、3 の地域の理解についてですが、昨年の 11 月には市民向けの

環境先進地域見学ツアーということで、響灘地域の PCB 処理施設、エコ

タウン企業、ビオトープやエネルギー各種環境にまつわるような施設を

市民の皆さんに広く知ってもらうといったツアーも実施しております。

その中で市民の皆さんからは、なかなか有意義であった、今後もやって

ほしいといった声をいただいているところでございます。また、この資

料 5-1 の次に「PCB 処理だより」といった、ていたん、ブラックていた

んがついたお便りをつけておりますが、ここの PCB 処理事業、この監視

会議の活動ももちろんですが、広く市民の皆さんに知ってもらうため、

できる限りわかりやすく、市民の皆さんが理解できるといった内容に中

身・デザインを改めまして、これを市民の皆さんに配布したところでご

ざいます。 

 以上が市の方でこれまでこの半年間行ってきた取組みをまとめたも

のでございます。 

 続きまして、資料 5-3 をご覧ください。「本市における今後の PCB 廃

棄物処理について（案）」と書かれている紙でございます。先週 1月 13

日からこの処理についての案と、資料 5-4 で本市の PCB 廃棄物処理計画
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の改訂案、この二つを今市民の皆さんにパブリックコメントで意見を募

集しているところでございます。1か月間の募集期間になっております

が、こういったかたちで今後の方針というところもしっかり打ち出して

対応を進めていきたいと考えております。 

 ポイントにつきまして、この資料 5-3 に沿ってご説明をしていきたい

と思います。 

 まず、処理の安全性の確保ですが、収集運搬時の安全対策につきまし

ては、これまで輸送実績があります安全なトラック輸送に限定をかける

という規制を実施していきたいと思います。また、その輸送経路につき

ましても、今後は本州から市内に運ばれてくるルートがほとんどですの

で、できる限り市民の皆さんとの距離が遠い高速道路といったものを中

心とした輸送経路に限定したいと考えております。 

 それをビジュアルで示しましたのが資料5-4の5ページでございます。

こちらが、具体的にその輸送経路を地図で表したものでございます。ち

ょっと見にくいのですが、この主な搬入経路は気持ち太めの字になって

います。以前は国道 3 号線とか 10 号線、199 号線も輸送経路に入って

いたのですが、そういったものは原則使わない。九州道と都市高速、そ

して若戸トンネルからこの PCB 処理施設の方まで運んでもらう。その最

短ルートというもので運んでもらう。こういった輸送経路の限定をかけ

たいと考えております。また、輸送に伴う各種の規制に関しましては 4

ページで、時間の規制をかけたりとか、自然災害時には、台風とかがあ

った場合には走行を認めないといった規制措置を明確にかけて対応し

ていきたいと考えております。 

 資料 5-3 に戻っていただきまして、今のが輸送面の安全対策の規制で

ございます。また、市の方では（2）、輸送経路の安全確保を実施するた

めに、若戸大橋・若戸トンネルの維持管理、若戸大橋の長期保全に必要

な改修工事、臨港道路響灘 1号・2号道路における舗装補修といった維

持補修事業を計画的に実施していきたいと思います。先ほど、これまで

の取組みで申し上げました検討調査の結果に基づいた計画的な取組み

を実施していきたいということでございます。 

 また、②処分の安全対策、これは施設の方の安全対策ですが、先ほど

JESCO から説明があったような長期的な安全面、保全計画といったもの

を毎年度実施していくわけですが、その実施計画、そういった長期、毎

年度の実施計画もしっかり市の方に提出をしてもらってその中身を市

の方でしっかり確認をしていきたい。 

 こういった取組みとともに、（2）は日ごろ JESCO の方から説明をして

もらっている環境モニタリングのお話ですが、これまでの実績を踏まえ

て、その水準を上回ることのないような適切な操業管理を事業会社

JESCO のほうで行っていただく、こういった規制でございます。 

 また、（3）で、災害対策についてもしっかりそれを踏まえた迅速な対

応、適切な対応を行うようにということでの対策強化を書いております。 

 2.期間内での確実な処理といった点です。この点につきまして、まず、

最も大きなところは（1）です。先ほど環境省、JESCO の方から説明が
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あったように、計画的処理完了期限という期限を設定するというのは国

側、JESCO 側の話でございました。その心といたしましては、市の方は

今回認めた延長期間、最長で 9年間ですが、その期間というのはあくま

で最長の期間でございます。そこの期間からトランス・コンデンサにつ

いては 2年、安定器については 3年、期間を前倒しして、それぞれここ

に書いてございます平成 30 年度末、安定器は平成 33 年度末、この期間

を行政目標といたします。その上で、この期間を超えての受入れという

ものについては、それはやむを得ないという理解ができるような相応の

理由がない限り、市としては受入れを認めないといった規制を講じたい

と考えています。 

 また（2）として、そういった今後の長期的な処理、その見通しに基

づく取組みというものが大事でございます。このため、適切な処理対象

量に基づくような長期処理計画、そして各年度の実施計画を事業会社側

に策定していただいて、それに基づく進捗管理もしっかりやっていきた

いということでございます。 

 また、事業会社のみならず、（3）、関係自治体への取組みも重要でご

ざいます。そういった意味で本市の経験・ノウハウといったものを水平

展開するとともに、広域調整協議会、自治体が集まる場がありますので、

その中での進捗把握というものを適切に行いまして、市としては、必要

に応じてさらなる協力というものも各自治体に要請をしていく所存で

ございます。 

 3.地域の理解という面でございます。先ほど国・JESCO サイドからも

説明がありましたので重複しますが、市民への説明というものをしっか

り定期的に行っていただきたい。また、地域との積極的かつ継続的な交

流といったものをしっかり行っていただきたい、そういったものを記載

しております。 

 また、市としましても、処理の進捗に関する市民説明や施設見学、先

ほどツアーの話も申し上げました。こういったものを継続的に実施して

いきたい。また、若松で今、中心市街地に考えておりますが、情報発信

拠点、PCB の処理の進捗とか、そういったものを市民の皆様にわかりや

すくいつでも見ていただけるような、そういった情報発信拠点も整備を

していきたい。そして、市民にわかりやすい広報紙、ホームページなど

を充実して情報発信していくことで、地元の皆さんによくよく情報を知

っていただくとともに、処理対象地域の自治体とか関係者といったもの

と地元地域との交流、こういったものも進めていくように努力をしてい

きたいと考えております。 

 4 は今後の取組みをいかに確保していくか、確実性の担保というとこ

ろでございます。（1）がこの監視会議のことでございます。北九州市

PCB 処理監視会議の機能を強化し、安全性、早期処理及び地域の理解に

関する取組み状況を幅広く監視をしていただきたいということで、監視

機能の強化ということが一つでございます。 

 また（2）では、市として今後の PCB 廃棄物の安全面、早期処理の両

面をチェックする観点から、市に搬入をするような搬入事業者について、
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個別にその状況を搬入計画書というかたちで市が事前にチェックをす

るといった仕組みを新たに設けたいと考えております。 

 また（3）、今後、市の立場から必要な水準が確保されてないと見受け

られるような搬入物に関しましては、場合によっては受入れを拒否する、

そういった受入れ拒否の方針というのも打ち出したいと考えておりま

す。 

 （4）として、地元の想いとして、この PCB 処理対策というものを安

全・早期に確実にやっていきたい。そのために必要な取組み、協力とい

うものを各事業者関係者に求めていくといった方針でございます。 

 最後に 5.市内に残る PCB 含有機器の処理ということでございます。

これは、これまでこの PCB 処理監視会議でご議論いただいたような高濃

度の PCB 廃棄物に加えて、それ以外に低濃度 PCB 廃棄物というのがござ

います。そういったものに関しての内容でございますが、市内の低濃度

PCB 廃棄物につきましては、原則として、この高濃度 PCB 廃棄物の期限

であります平成 33 年度末までに処理を完了させる。もともとは平成 39

年 3 月までというのが法律の期限ですが、市の思いとして、できる限り

一日も早く処理を終わらせるということであれば、高濃度と同様のスピ

ードでやっていただきたいといった目標を掲げたいと考えております。 

 また、今後市内でまだ PCB を持っている事業者に関しましては、いつ

その PCB を処理するのかといった処理の目途を市側に提出していただ

くといった運用もやっていきたいと考えております。 

 また、市として計画的な保有状況の調査、集中的な指導、そういった

中で、この目標を完了させるべく全力で取り組んでいきたいということ

でございます。 

 最後に PCB を仮に解体、もしくは分解するような必要が生じた場合と

いう措置でございます。原則として、そういった解体の措置は、PCB の

飛散・流出のおそれがありますので認めておりませんが、万が一そうい

ったものをどうしてもやらざるを得ないという場合については、市が事

前にチェックをする。そういった仕組みで担保をしていきたいというこ

とでございます。 

 こういったことで、高濃度 PCB 廃棄物のみならず低濃度 PCB につきま

しても市として率先した取組みを行っていきたいといった方針で臨ん

でいきたいと考えております。以上です。 

○座長 

 ただいまの説明につきまして意見や質問がございましたら、よろしく

お願いいたします。 

（特になし） 

【議題 3 その他】 

○座長 

 なければ時間が少し押してますので、最後の議題、議題 3「その他」、
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資料 6-1「北九州市 PCB 処理監視会議の機能強化について」、資料 6-2

「北九州市 PCB 処理監視会議設置要綱」について、市の方から説明をお

願いいたします。 

○北九州市 

 資料 6-1、この監視会議の機能強化と資料 6-2、設置要綱を横に並べ

てご説明をさせていただきたいと思います。 

 今回、資料 6-2 にありますとおり設置要綱を改正して、今年 1 月 1

日から施行するという運びにしてございます。その内容のメインといた

しましては、資料 6-1 の機能強化とありますとおり、監視事項を拡充し

て、監視委員の増強を行う。この 2点を眼目として行ったものでござい

ます。 

 まず、監視事項の拡充というところですが、これまでは処理方式の設

計から生活環境保全まで、基本的には処理の安全性確保をメインとして

行ってきたものでございました。ただ、これまでの延長の議論を踏まえ

ましても、安全性のみならず早期に処理を終わらせていくこと。また、

地域の理解をしっかり確保していくといった観点も重要でございます

ので、今回、この監視会議の監視事項、具体的には資料 6-2 の第 2条と

いうところですが、ここの中を追加して、安全性確保に計画的な処理、

地域の理解の促進といった要素を拡充したということでございます。こ

れが 1点目でございます。 

 また、（2）として、監視委員の増強という措置、これは具体的には資

料 6-2、第 3条というところで、人数が書いております。20 名以内の委

員をもって組織すると。今までの数から増やしております。この心でご

ざいますが、まず、学識委員に関しましては、これまでの皆さんがお持

ちの化学、機械、工学、衛生といった分野などに加えまして、マネジメ

ント、これは早期かつ計画的な処理を進めていくためにはそういったマ

ネジメント的な要素も必要だろうということ。また、危機管理、これは

災害対策とかそういった不測の事態にもしっかり備えていけるような、

そういった意味合いでの危機管理でございます。こういった専門家を新

たに追加をしたい、これが 1点目でございます。 

 また、市民委員についても、幅広く市民の目線でこの問題について監

視をしていただきたいといったことから、市民団体からの推薦も多く受

け入れるかたちにして、また市民公募もすでに実施させていただいてお

ります。そういったかたちで公募委員の方にも参加をいただいて、その

両面から、この監視会議の監視体制を強化していきたい、そういった内

容でございます。 

 このように、この監視会議というものの役割がますます重要になって

まいりますので、あらためて、そういったかたちで体制を整えてやって

いきたい。そういった趣旨での改正でございます。以上でございます。 

○座長 

 ありがとうございます。今の説明に対して質問等があればよろしくお
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願いします。 

 特に委員の方からなければ、今回オブザーバーとして参加いただいて

います、次期からの本会議の委員の予定の方から何かご意見がありまし

たら、よろしくお願いします。この委員の方々は、先ほど冒頭の説明で

もありましたように、施設の見学をしていただいて、新たな目で何か専

門の立場、市民団体の代表の立場等からご意見があればよろしくお願い

します。なお、新たな委員は 4月から開始ですけれども、この会議は次

回が 7月くらいになると思いますので、それまである程度時間がありま

すので、前倒しに何かご意見がいただければと思います。 

○委員 

 大変長い間留守といいますか、欠席して申し訳なく思っています。い

ろいろとやるべき事項を今いろいろと説明していただきましたが、なか

なか私自身があまり近寄ってなかったものですから、一般の聞き方、理

解のしかたをしても非常に難しい内容になっているような感じがする

んですね。PCB の処理量だとか、何かやらないといけない内容をもう少

し一般的にわかりやすく理解できるようなかたちで説明する、その処理

の技術をもう一回見直しするという見方をしていただいた方がかえっ

ていいんじゃないかなという感じがしました。 

○座長 

 ありがとうございます。 

○委員 

 先ほど質問をちょっと忘れました。資料 4-3 トラブルの水平展開状況

のところです。これ、実は北海道に視察に行ったときにスラグの誤り出

滓のトラブルについての件が出ております。北海道 No.80 です。平成

25 年 10 月 30 日にあった分です。事象は漏洩していますね。誤認と誤

操作です。北九州事業所では事業所での対応、これは作業手順で書いて

ありますよね。これもいいんですけど、私は戦略的環境アセスメントの

思想からすると、今回の対応は満足できないですね。今後とも安全で確

実な運転を求めます。そのためには JESCO 側の対策と運転者側の対策、

そして行政による検査、もとより監視会議にも情報を公開してほしいと

考えます。ちなみに北海道事業所ではこの発生したスラグの誤り出滓の

トラブルについて、運転会社では事態を重く受け止めて、ヒューマンエ

ラーの再発防止対策として緊急安全強化活動を実施していました。もう

一度、北九州事業所もこのヒューマンエラー撲滅活動を展開することを

希望いたします。 

○座長 

 これはヒューマンエラーとして理解していい事象ですか？ 



 30

○JESCO 

 まず基本は作業手順できちんとチェックするということがあります

から、それをチェックを漏らしたという部分ではいわゆるヒューマンエ

ラーでしょうけど、常時制御班で監視をしてますので、ちょっと考えに

くいトラブルではあったんですけど、我々ももう一回振り返ってそうい

うチェックのミスがないかどうかということは当然ながら水平展開と

してやりました。それは二重三重に、もう一回なぜそういう行動を起こ

したのかというところまで含めて、そういうところは再度、水平展開と

いうかたちでやっております。 

○座長 

 他に何かありますか。今日、我々も施設をあらためて見学させていた

だいて、従来は施設の見学の後は委員の方からコメントをいただくので

すが、もしコメントがあればどなたかお願いします。 

○委員 

 今、座長からご説明がありましたように、今日は朝早くから JESCO

の方に立ち入り検査をさせていただきました。1期、2期施設、非常に

職場内がきちんと整理整頓されていまして、作業の環境が非常にいいな

ということを確認いたしました。天井を見たらケーブルなどの吊り具の

耐震性ですね。それはどのくらいまで耐えられるのか、設計されている

のかお聞きしたいのですが。耐震性について。ケーブル吊りですね。天

井にいろいろなものが吊ってますね。吊り具の耐震性です。 

○JESCO 

 簡単にご説明させていただきます。建築基準法で建屋の強度というも

のがだいたい決められておりますが、概略その基準の 1.5 倍の耐震性で

設備設計されております。それで鉄骨部材、その辺が決まるわけですが、

そういう状態がありますので、通常の建物より振幅量が小さくなってい

るというところもございます。そういう振幅においても破損しないよう

にというレベルでケーブルラックその他も組まれておりますので、概略

耐震基準の 1.5 倍レベルとご理解いただければと思います。 

○委員 

 大丈夫ということですね。 

○JESCO 

 絶対とは申せませんが、通常の建物よりはだいぶ気を使ってつくられ

ております。 

○委員 

 今日はありがとうございました。あらためて施設内を見ました。一応

視察が入るということでの覚悟ではないと思うんですけど、本当に床か
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ら周りから、清掃、以前私がちょっと清掃の面で指摘したことがござい

ましたけれども、とってもきれいで、グローブボックス内に切断したと

きに飛び散る、以前は油がべったりと壁面につけていて、それに引火し

た事故もございましたけれども、今日見たらとってもきれいに拭き上げ

ていて、ぜひ今のこのままの状態で今後していただきたいと思いました。 

○JESCO 

 見学のときに皆さん方がおいでになるのできれいにしたということ

ではなくて、グローブボックスは昨年 8月の定期点検のときにパネルを

更新しました。おっしゃるように、やっぱり油の飛沫がかなり約 8年、

9年していますので、全面パネルの更新をしています。そういう意味で

非常にきれいになっていると。床は、ちょっと現場でもご説明しました

ように、ひびとか徐々に汚れもかなり出ていたので、今、1期施設は塗

り替えを中心的にやっています。そういう意味でもきれいになっている

ということでございます。 

○座長 

 私から簡単なことなんですけど、確かにきれいなんですけれども、ペ

ール缶 2 段積みが標準の保存状態かどうかというのをちょっと知りた

かったんですけれども。 

○JESCO 

 ペール缶の場合は重量としてそんなに重いものではない。繊維類とか

ああいう系統のものがペール缶になりますので、できれば平置きが一番

いいんですけど、なかなかスペース的にないものですから、2段、3段

ぐらいまでは積みます。ただ、液状のものは一切ペール缶の中に入って

ませんので、そういう意味では漏洩の心配はないということであります。 

○座長 

 ありがとうございます。オブザーバーの方から何か意見があればと思

ったんですけれども、どうでしょう。 

○オブザーバー 

 今日、施設を見せていただいての意見というか質問というか、感じた

んですけど、1階に情報スペースですかね、様々提供してあるブースが

あったんですけれども、若干、エコタウン等に比べるとかなり専門的な

もの、以前見学させていただいたことがあるんですけど、そのときはご

説明される方が一緒になって見たのでかなりわかりやすい部分があっ

たんですけども。その点、北海道の施設の視察の写真等見せていただい

て、資料が置いてあるスペースがあったり、グローブボックスの疑似体

験のようなものがあったりというのがあって。パソコン上の画面でタッ

チパネルで見られるスペースもあったのですが、かなり専門用語的なも

のが多かったりします。市の方も情報発信拠点の整備というところを挙
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げておられる中で、今回、再延長ということもありますので、その点、

改善される予定とかがあればお聞かせいただきたいのですが。 

○座長 

 JESCO の方からお願いします。 

○JESCO 

 JESCO 自身、今の 1期施設にあります情報スペースを改善する予定は

特にございません。計画的処理完了期限が平成 30 年度まで、これは 1

期施設が主にトランス・コンデンサを処理します。残りあと 4年程度で

すので、できるだけわかりやすく説明させていただくという工夫はして

きたいと思いますが、設備的にとっかえひっかえ何かやるかというと、

今のところ考えておりません。ただ、必要であれば本社サイドと相談し

ながら、今後どうしたらいいのかということは検討していきたいと思い

ます。 

○座長 

 市の方から。 

○北九州市 

 今回、市の方で新たにそういった拠点を設けたいと考えているのは、

まさにそういった市民の方に、この PCB という、聞いただけでもわかり

にくい、これがいかにちゃんとやられているのか、そしてそれが本当に

終わるのか、そういったことをしっかり理解いただきたいがゆえにとい

うことでございます。 

 そういった意味では、JESCO という今、響灘の突端にあるところにな

かなか行けないという物理的な制約もあると思いますし、また、今お話

しいただいたような、そもそもとっつきにくいようなものである。そう

いったものをいかにわかりやすく相手に、市民の皆さんに伝えるか。そ

の中では、グローブボックス、どこまで行けるのか頑張ってみますけれ

ども、そういったことも含めていかに市民の方に体験していただいて、

市民目線でわかりやすく、委員からもそういったご趣旨のお話だったと

思います。わかりにくいものをどうやってわかりやすくしていくか。そ

れに知恵を絞ってきたいと思います。頑張ります。 

○オブザーバー 

 先ほどの質問に関連するのですが、この監視会議の議事録だとかそう

いう一連の資料が今日、JESCO の 1 階のところには書籍が全部ありまし

たけども、一般の市民の方がこの監視会議の記録だとか、あるいはもろ

もろのいろんな関連の資料を閲覧できるのはどこにあるのか。また、そ

れを市民の皆さんにどういうかたちで周知しているのか。例えばインタ

ーネット等でそういうものが周知されているとか、何か、どこに行けば

市民の皆さんがそれをちゃんと閲覧できるという体制が整っているの
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か、ちょっとお聞きしたいのですが。 

○北九州市 

 ただいまのご質問でございますが、まず、この監視会議の議事録、資

料、議事概要もそうですが、それはすべてホームページの方で掲載をし

ております。ただ、議事録をご覧になっておわかりのとおり、一言一句

全部見るにはなかなか厳しい資料であることも事実であると思ってお

ります。 

 その意味合いで、先ほど説明の中で市民向けのお便りを見直してとい

うこともご報告申し上げましたが、そこのポイントをできるだけわかり

やすいかたちで市民の方にお伝えすべく、デザインも含めて身近なもの

にするように工夫をしているものでございます。これは若松区内であれ

ば全戸に回覧をする。また市内全部については市民センターとかで配布

をして見ていただけるようなかたちにしております。また、当然ホーム

ページの方にも載っています。 

 市のホームページ自身もなかなかとっつきにくいホームページであ

ることも事実だと思いますし、情報も堅苦しくなっているところもござ

います。市のホームページそのものについても、この PCB のことをわか

りやすく知っていただくために、その内容もリニューアルしていきたい

といった考えで、そういった情報もできる限りわかりやすく伝えていく

様々な媒体を使ってやっていきたいと考えております。 

○オブザーバー 

 議事録をホームページで見られるということですけど、あそこにあり

ましたのはかなりいろんな関連資料がちゃんと整理して置いてあった

んですよね。そういうものを見たい場合にどこで見られるのかというこ

とでございます。 

○北九州市 

 あわせましてそれも今、整理をしようとしている市のホームページ、

またはその拠点とかいったところでは、全て網羅的に見られるようにし

ていきたいと思います。例えば、専門的なものであれば、市と JESCO

の方で提携している環境保全協定というのがございます。そういった協

定の内容とか、それに基づく取組みの結果とか、様々な専門的な情報も

含めてこの事業についてはいろんな資料がございます。そういったもの

も、見たい方はいつでも見やすく、手にとれるように、それは決して場

所に行かなくてもインターネットで見られるように、市の方で整備をし

ていきたいと考えています。 

○座長 

 それでは、以上で本日の議事はすべて終了いたしました。委員の皆様

におかれましては、熱心にご議論をいただき誠にありがとうございます。

それでは進行を事務局にお返しいたします。 



 34

○事務局 

 本日は委員の皆様、オブザーバーの皆様、長時間にわたるご議論、午

前中の視察も含めれば大変な時間お付き合いいただきまして誠にあり

がとうございました。本日賜りましたご意見につきましては、今後の北

九州 PCB 処理事業に対する監視指導にしっかりと生かしていきたいと

考えております。また、平成 14 年の監視会議設置以降、これまで長き

にわたり監視会議の委員としてご尽力いただきましたが、今回をもちま

して委員をご退任されることとなりましたので、ここで一言、ご退任の

ご挨拶をちょうだいしたいと存じます。 

○委員 

 この PCB のあの辺の仕事をする前、もう少し新しい技術を入れたいと

思っていろいろやってみたんですけど、結局はああいう一番大事な安全

に対して環境に対して大事なところがやっぱり残ってしまうんですね。

それは一番難しいのかなと思いますし、そういう意味で今、ここの先生

方ほとんどが友だちにならせていただいたというような感じです。これ

はずっと感謝していますし、今からもここの橋を渡ってくるところはや

っぱりいつまでも見に行きたいなという感覚です。いろんな面で新しい

技術だとかいろんな面が出てくると思います。また、わからないところ

は年取って何も動けなくなっているのに声をかけたいというような感

じになるかもしれませんけど、お前なんか知らんと言わずにぜひ仲良く

していただきたいなと思います。 

 10 年だったですかね。始まったときから市長がこういうのをやるぞ

って言っていただいたときから一緒に仲良くさせていただきました。本

当に感謝しています。今後ともまたよろしくお願いします。今からもこ

の若松の近くに住む予定ですからよろしくお願いします。ありがとうご

ざいました。 

○事務局 

 ありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして第 33 回北九州市 PCB 処理監視会議を閉

会いたします。本日は誠にありがとうございました。 

〔終了〕 


